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1.　本書において、文脈上別段の指示がある場合を除き、「当社」とは、アナログ・デバイセズ・インクを指し、また

「アナログ・デバイセズ」とは当社及びその全連結子会社を指す。

2.　別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」及び「＄」はアメリカ合衆国ドルを指す。本書において便宜上

記載されている日本円は、1ドル＝153.34円の換算率（2026年2月17日現在の三菱UFJ銀行株式会社対顧客電信直物売

買相場仲値）により換算されている。
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1 【提出理由】

 

2026年3月26日、アナログ・デバイセズ・インク（以下「当社」という。）は、2021年12月8日に開催され

た当社の取締役会の決議及び2022年3月9日に開催された当社の定時株主総会における決議により当初採択さ

れ、2023年9月12日に開催された当社の取締役会の決議により修正及び再表示された当社の修正及び再表示済

2022年エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン（以下「本プラン」という。）に基づき、当社の日本

における間接子会社の適格従業員（以下「日本における適格従業員」という。）並びに当社及び日本国外の

当社の1以上の指定会社に所属する適格従業員（以下「日本国外の適格従業員」という。）を対象とした、当

社普通株式を目的とする新株予約権証券（以下「本新株予約権」という。）の募集を開始した。

 

このため、当社は金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項、

第19条第2項第2号の2及び第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものである。

 
（注）別段の記載がある場合を除き、本臨時報告書において定義されずに使用されている用語について

は、本プランにおけるものと同様の意味を有するものとする。

 

 

2 【報告内容】

 

(I)企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に基づく報告

 

(1) 有価証券の種類及び銘柄

 

アナログ・デバイセズ・インク新株予約権証券。当該有価証券は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等

である。

 

(a)当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

 

本プランに基づく本新株予約権は、加入期間に関連して、加入期間中の各給料日に受領する、報酬の

20％を超えない金額において（本プランの第5条に基づき本プランの加入時に日本における適格従業員に

より選択される）、各給料日になされる給与天引又は加入期間中になされるその他の拠出金（管理者に

より認められる範囲で）を通じて積み立てられた拠出額を用いて、該当する行使日に購入価格で普通株

式を購入する本新株予約権が付与される適格従業員の権利である。

 

本プランにおいては、購入価格とは、（a）加入日（すなわち割当日）又は(b)行使日の普通株式の公正

市場価値の80％に等しい金額の、いずれか低い方の金額をいう。

 

従って、当社普通株式の株価が下落した場合、新株予約権の購入価格も同様に下落し、「新株予約権の

目的となる株式の数」は増加する。しかしながら、拠出額は株価に依存しない。

 

本プラン第15条に基づく調整を条件として、本プランに基づき購入が承認された普通株式の整数及び端

数の株式数は、5,000,000株である。

 

本プランの目的は、当社及びその一部の子会社の適格従業員に、当社普通株式を購入する機会を提供す

ることである。

 

本プランは、取締役会によりいつでも終了することができる。本プランが終了した場合、参加従業員の

口座における金額は全て、無利息で速やかに払い戻されるものとする（適用ある法律に別段の定めがあ

る場合を除く。）。

 

当社は、本プランに基づく新株予約権を購入する権利を有しない。

 

(b) 行使価額修正条項付新株予約権付社債等の発行により資金の調達をしようとする理由
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本プランの目的は資金調達ではなく、当社及びその一部の子会社の適格従業員に、当社普通株式を購

入する機会を提供することである。本プランに基づき購入が承認された普通株式の整数及び端数の株

式数は、5,000,000株である。本プランに基づく発行株式数の上限を設けることにより既存株主が所有

する持分の希薄化は制限される。

 

(c)  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあつては、同項に

規定するデリバティブ取引その他の取引の内容

 

該当事項なし

 

(d) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定

先との間で締結する予定の取決めの内容

 

下記（2）(ⅶ)「新株予約権の行使の条件」を参照のこと。

 

(e)提出者の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
 

該当事項なし

 
(f)提出者の株券の賃借に関する事項について割当予定先と提出者の特別利害関係者等との間で締結され
る予定の取決めがあることを知っている場合にはその内容

 

該当事項なし

 
(g)その他投資者の保護を図るため必要な事項

 

該当事項なし

 

(2) 新株予約権の内容等

(i) 発行数

3,889個(見込数。発行される新株予約権の数は、新株予約権の目的となる当社普通株式の数と等し

い。)

 

（注）日本における適格従業員は、新株予約権の行使日において、適用される加入期間中に承認した

給与天引により積み立てた拠出金を用いて、(1)加入日（本新株予約権の割当日である2026年6月8

日、又は加入期間の最初の取引日)、又は(2)行使日（本募集では2026年12月7日又はかかる日が取引

日でない場合には、加入期間の最終取引日）、における当社普通株式の公正市場価値の80％のいずれ

か少ない額に相当する購入価格により、当社普通株式を購入することができる。従って、本臨時報告

書提出日現在、「新株予約権の目的となる株式の数」は確定していない。そこで、便宜上、「新株予

約権の目的となる株式の数」は、適用される加入期間における拠出金の最大見込額（本加入期間中の

拠出金の最大見込額は、5,000米ドル（1回の募集における1人あたりの最大拠出金額）に日本におけ

る適格従業員（約210人）を乗じた値とする。）1,050,000米ドル(161,007,000円)を、2026年2月17日

の当社普通株式のNASDAQにおける終値337.51米ドル(51,754円)の80％の値(270.01米ドル(41,403円))

で除することにより算出される。

 

(ⅱ) 発行価格

0米ドル（0円）

 

(ⅲ) 発行価額の総額

0米ドル（0円）

 

(ⅳ) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

 

１　株式の種類
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アナログ・デバイセズ・インク記名式額面普通株式(額面金額0.16-2/3米ドル)

 

（注）新株予約権の行使においては、授権済かつ未発行の普通株式若しくは当社の自己株式から、又

はその他の適切な方法により株式が発行されるものとする。

 

（注）株式分割、株式併合、株式配当、資本再編成、株式の統合、株式の再分類、株式の分割又はそ

の他類似の資本化若しくは事象による変動、又は通常の株式配当以外の普通株式の保有者に対する配

当若しくは分配において、（i）本プランに基づき利用可能な有価証券の数及び種類、（ii）本プラ

ン第9条に定める株式の制限並びに（iii）適用ある購入価格は、管理者が決定する範囲において公平

に調整されるものとする。

 

２　株式の内容

 

ⅰ.配当権：優先株式の保有者の権利を条件とし、普通株式の保有者は、取締役会により随時宣言

された場合に、当該配当を受領する権利を有するものとする。

 

ii.清算権：当社の任意若しくは強制清算、資産の分配若しくは売却、解散又は閉鎖に際して、優

先株式の株主に優先して分配されるべき金額（当社の改訂版基本定款別紙4の段落Bの規定に従って

定められる。)の全額が分配された後、普通株式の株主は、それぞれが保有する普通株式の数に応

じた比率で、当社の株主に分配可能なあらゆる種類の有形及び無形の残余資産の全てについて分配

を受ける権利を有する。

 

iii.償還権：償還権は普通株式には適用されない。

 

iv.議決権：法律若しくは当社定款の規定により又は当社定款において付与される権限に基づき取

締役会により別途要求される場合を除き、普通株式の各保有者は、株主による投票が行われる全て

の事項に関し保有する各株式につき1票を有するものとする。

 

３　本新株予約権の目的となる株式の数

 

本新株予約権1個当たり1株

全ての本新株予約権が行使された場合の総株式数：3,889株(見込数)

 

（注1）株式分割、株式併合、株式配当、資本再編成、株式の統合、株式の再分類、株式の分割又は

その他類似の資本化若しくは事象による変動、又は通常の株式配当以外の普通株式の保有者に対する

配当若しくは分配において、（i）本プランに基づき利用可能な有価証券の数及び種類、（ii）本プ

ラン第9条に定める株式の制限並びに（iii）適用ある購入価格は、管理者が決定する範囲において公

平に調整されるものとする。

 

（注2）日本における適格従業員は、新株予約権の行使日において、適用される加入期間中に承認し

た給与天引により積み立てた拠出金を用いて、(1)加入日（本新株予約権の割当日である2026年6月8

日、又は加入期間の最初の取引日)、又は(2)行使日（本募集では2026年12月7日又はかかる日が取引

日でない場合には、加入期間の最終取引日）、における当社普通株式の公正市場価値の80％のいずれ

か少ない額に相当する購入価格により、当社普通株式を購入することができる。従って、本臨時報告

書提出日現在、「新株予約権の目的となる株式の数」は確定していない。そこで、便宜上、「新株予

約権の目的となる株式の数」は、適用される加入期間における拠出金の最大見込額（本加入期間中の

拠出金の最大見込額は、5,000米ドル（1回の募集における1人あたりの最大拠出金額）に日本におけ

る適格従業員（約210人）を乗じた値とする。）1,050,000米ドル(161,007,000円)を、2026年2月17日

の当社普通株式のNASDAQにおける終値337.51米ドル(51,754円)の80％の値(270.01米ドル(41,403円))

で除することにより算出される。

 

(ⅴ) 新株予約権の行使時の払込金額

本新株予約権1個当たり270.01米ドル(41,403円)（見込額）
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（注）上記「新株予約権の行使時の払込金額」は未定である。そこで、説明の目的上、2026年2月17日

のNASDAQにおける当社普通株式の終値337.51米ドル(51,754円)の80％の価格(270.01米ドル(41,403

円))とした。

 

本新株予約権の行使時の払込金額の総額：

1,050,000米ドル（161,007,000円）（見込額）

 

（注）上記「本新株予約権の行使時の払込金額の総額」は未定である（上記(iv)-3-(注2)参照）。そ

こで、説明の目的上、加入期間における日本における適格従業員による拠出金の最大見込額とした。

 

(ⅵ) 新株予約権の行使期間

2026年12月7日又はかかる日が取引日でない場合には、加入期間の最終取引日。

 

（注）行使日において、本新株予約権は全て自動的に行使される。

 

(ⅶ) 新株予約権の行使の条件

 

本プランを参照のこと。

 

(ⅷ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額

 

1株当たり　0.16667米ドル（25.56円）

 

(ⅸ) 新株予約権の譲渡に関する事項

 

本新株予約権は譲渡することができない。

 

(3) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

 

アナログ・デバイセズ株式会社の日本における適格従業員　約210名

 

(4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

 

アナログ・デバイセズ株式会社は当社の日本における100％間接所有子会社である。

 

(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

 

条件等は本プラン及び管理者の定める所定の募集文書に記載されている。
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(Ⅱ) 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に基づく報告

 

(1)　有価証券の種類

新株予約権証券。当該有価証券は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。

 

(2) 新株予約権の内容等

(ⅰ) 発行数

457,350個(見込数。発行される新株予約権の数は、新株予約権の目的となる当社普通株式の数と等し

い。)

 

（注）日本国外の適格従業員は、新株予約権の行使日において、適用される加入期間中に承認した給与天

引により積み立てた拠出金を用いて、(1)加入日（本新株予約権の割当日である2026年6月8日、すなわち

加入期間の最初の取引日)、又は(2)行使日（本募集では2026年12月7日若しくはかかる日が取引日でない

場合には、加入期間の最終取引日）、における当社普通株式の公正市場価値の（米国における募集の場

合）85％又は（米国以外における募集の場合）80％のいずれか少ない額に相当する購入価格により、当社

普通株式を購入することができる。従って、本臨時報告書提出日現在、「新株予約権の目的となる株式の

数」は確定していない。そこで、便宜上、「新株予約権の目的となる株式の数」は、適用される加入期間

における拠出金の最大見込額(注)を、2026年2月17日の当社普通株式のNASDAQにおける終値337.51米ドル

(51,754円)の（米国における募集の場合）85％の値(286.88米ドル(43,991円)又は（米国以外における募

集の場合）80％の値（270.01米ドル（41,403円））)で除することにより算出される。

 

(注)米国における本加入期間中の拠出金の最大見込額は、5,000米ドル（1回の募集における1人あたりの

最大拠出金額）に適格従業員数（約6,432人）を乗じた値（32,160,000米ドル）とする。

 

米国以外における本加入期間中の拠出金の最大見込額は、5,000米ドル（1回の募集における1人あたりの

最大拠出金額）に適格従業員数（約18,644人）を乗じた値（93,220,000米ドル）とする。

 

「新株予約権の目的となる株式の数」は、米国及び米国以外における見込数の合計である。

 

(ⅱ) 発行価格

0米ドル（0円）

 

(ⅲ) 発行価額の総額

0米ドル（0円）

 

(ⅳ) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

 

１　株式の種類

アナログ・デバイセズ・インク記名式額面普通株式(額面金額0.16-2/3米ドル)

 

（注）新株予約権の行使においては、授権済かつ未発行の普通株式若しくは当社の自己株式から、又

はその他の適切な方法により株式が発行されるものとする。

 

（注）株式分割、株式併合、株式配当、資本再編成、株式の統合、株式の再分類、株式の分割又はそ

の他類似の資本化若しくは事象による変動、又は通常の株式配当以外の普通株式の保有者に対

する配当若しくは分配において、（i）本プランに基づき利用可能な有価証券の数及び種類、

（ii）本プラン第9条に定める株式の制限並びに（iii）適用ある購入価格は、管理者が決定す

る範囲において公平に調整されるものとする。
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２　株式の内容

 

ⅰ.配当権：優先株式の保有者の権利を条件とし、普通株式の保有者は、取締役会により随時宣言

された場合に、当該配当を受領する権利を有するものとする。

 

ii.清算権：当社の任意若しくは強制清算、資産の分配若しくは売却、解散又は閉鎖に際して、優

先株式の株主に優先して分配されるべき金額（当社の改訂版基本定款別紙4の段落Bの規定に従って

定められる。)の全額が分配された後、普通株式の株主は、それぞれが保有する普通株式の数に応

じた比率で、当社の株主に分配可能なあらゆる種類の有形及び無形の残余資産の全てについて分配

を受ける権利を有する。

 

iii.償還権：償還権は普通株式には適用されない。

 

iv.議決権：法律若しくは当社定款の規定により又は当社定款において付与される権限に基づき取

締役会により別途要求される場合を除き、普通株式の各保有者は、株主による投票が行われる全て

の事項に関し保有する各株式につき1票を有するものとする。

 

３　株式の数

 

本新株予約権1個当たり1株

全ての本新株予約権が行使された場合の総株式数：457,350株(見込数)

 

（注1）株式分割、株式併合、株式配当、資本再編成、株式の統合、株式の再分類、株式の分割又は

その他類似の資本化若しくは事象による変動、又は通常の株式配当以外の普通株式の保有者に対する

配当若しくは分配において、（i）本プランに基づき利用可能な有価証券の数及び種類、（ii）本プ

ラン第9条に定める株式の制限並びに（iii）適用ある購入価格は、管理者が決定する範囲において公

平に調整されるものとする。

 

（注2）日本国外の適格従業員は、新株予約権の行使日において、適用される加入期間中に承認した

給与天引により積み立てた拠出金を用いて、(1)加入日（本新株予約権の割当日である2026年6月8

日、すなわち加入期間の最初の取引日)、又は(2)行使日（本募集では2026年12月7日若しくはかかる

日が取引日でない場合には、加入期間の最終取引日）、における当社普通株式の公正市場価値の（米

国における募集の場合）85％又は（米国以外における募集の場合）80％のいずれか少ない額に相当す

る購入価格により、当社普通株式を購入することができる。従って、本臨時報告書提出日現在、「新

株予約権の目的となる株式の数」は確定していない。そこで、便宜上、「新株予約権の目的となる株

式の数」は、適用される加入期間における拠出金の最大見込額(注)を、2026年2月17日の当社普通株

式のNASDAQにおける終値337.51米ドル(51,754円)の（米国における募集の場合）85％の値(286.88米

ドル(43,991円)又は（米国以外における募集の場合）80％の値（270.01米ドル（41,403円））)で除

することにより算出される。

 

(注)米国における本加入期間中の拠出金の最大見込額は、5,000米ドル（1回の募集における1人あた

りの最大拠出金額）に適格従業員数（約6,432人）を乗じた値（32,160,000米ドル）とする。

 

米国以外における本加入期間中の拠出金の最大見込額は、5,000米ドル（1回の募集における1人あた

りの最大拠出金額）に適格従業員数（約18,644人）を乗じた値（93,220,000米ドル）とする。

 

「新株予約権の目的となる株式の数」は、米国及び米国以外における見込数の合計である。

 

(ⅴ) 新株予約権の行使時の払込金額
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　米国における募集の場合：新株予約権1個当たり286.88ドル（43,991円）

　米国以外における募集の場合：新株予約権1個当たり270.01米ドル（41,403円）

 

（注）上記「新株予約権の行使時の払込金額」は未定である。そこで、説明の目的上、2026年2月17

日のNASDAQにおける当社普通株式の終値337.51米ドル(51,754円)の（米国における募集の場合）85％

の値(286.88米ドル(43,991円)又は（米国以外における募集の場合）80％の値（270.01米ドル

（41,403円）)とした。

 

本新株予約権の行使時の払込金額の総額：

125,380,000米ドル（19,225,769,200円）

 

（注）本新株予約権の行使時の払込金額の総額は未定のため（上記(ⅳ)-3-(注2)を参照）、説明の目

的上、加入期間における日本国外の適格従業員による拠出金の最大見込額とした。

 

(ⅵ) 新株予約権の行使期間

2026年12月7日又はかかる日が取引日でない場合には、加入期間の最終取引日。

 

（注）行使日において、本新株予約権は全て自動的に行使される。

 

(ⅶ) 新株予約権の行使の条件

上記「(I)-（２）-(ⅶ)新株予約権の行使の条件」を参照のこと。

 

(ⅷ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額

１株当たり　0.16667米ドル(25.56円)

 

(ⅸ) 新株予約権の譲渡に関する事項

上記「(I)-（２）-(ⅸ)新株予約権の譲渡に関する事項」を参照のこと。

 

(3) 発行方法

本新株予約権は、本プランに基づく当社及び指定会社（日本を除く。）の適格従業員約25,076名に割り当

てられる。

 

(4) 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称

該当事項なし

 

(5) 募集又は売出しを行う地域

オーストラリア、カナダ、中国、デンマーク、エジプト、フィンランド、フランス、ドイツ、インド、ア

イルランド、イタリア、韓国、マレーシア、オランダ、フィリピン、ルーマニア、シンガポール、スペイ

ン、スウェーデン、台湾、タイ、トルコ、英国、米国

 

(6) 新規発行による手取金の額及び使途

手取金：　125,330,000米ドル（19,218,102,200円）

 

（注）手取金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と本新株予約権の行使時の払込金額の総額

（125,380,000米ドル（19,225,769,200円））を合算した金額から、発行諸費用の概算額（50,000米ド

ル（7,667,000円））を控除した額である。

 

使途：　本新株予約権の行使によって得られる差引手取総額（125,330,000米ドル（19,218,102,200円））

は、設備投資及び業務運営上の経費支払等の一般運転資金に充当する予定であるが、その具体的な内容や

使途別の金額、支出時期については、当社の事業上の必要性に応じて決定する見込みであり、現時点では

未定である。

 

(7) 発行年月日
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2026年12月7日

 

(8) 当該有価証券を証券取引所に上場しようとする場合における当該証券取引所の名称

該当事項なし

 

(9) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る事項

 

(a) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

 

本プランに基づく本新株予約権は、加入期間に関連して、加入期間中の各給料日に受領する、報酬の

20％を超えない金額において（本プランの第5条に基づき本プランの加入時に日本国外の適格従業員によ

り選択される）、各給料日になされる給与天引又は加入期間中になされるその他の拠出金（管理者によ

り認められる範囲で）を通じて積み立てられた拠出額を用いて、該当する行使日に購入価格で普通株式

を購入する本新株予約権が付与される適格従業員の権利である。

 

本プランにおいては、購入価格とは、（a）加入日（すなわち割当日）又は(b)行使日の普通株式の公正

市場価値の（米国における募集の場合）85％又は（米国以外における募集の場合）80％に等しい金額

の、いずれか低い方の金額をいう。

 

従って、当社普通株式の株価が下落した場合、新株予約権の購入価格も同様に下落し、「新株予約権の

目的となる株式の数」は増加する。しかしながら、拠出額は株価に依存しない。

 

本プラン第15条に基づく調整を条件として、本プランに基づき購入が承認された普通株式の整数及び端

数の株式数は、5,000,000株である。

 

本プランの目的は、当社及びその一部の子会社の適格従業員に、当社普通株式を購入する機会を提供す

ることである。

 

本プランは、取締役会によりいつでも終了することができる。本プランが終了した場合、参加従業員の

口座における金額は全て、無利息で速やかに払い戻されるものとする（適用ある法律に別段の定めがあ

る場合を除く。）。

 

当社は、本プランに基づく新株予約権を購入する権利を有しない。

 

(b) 行使価額修正条項付新株予約権付社債等の発行により資金の調達をしようとする理由

上記「(Ⅰ)-(1)-(b) 行使価額修正条項付新株予約権付社債等の発行により資金の調達をしようとす

る理由」を参照のこと。

 

(c) 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあつては、同項に規

定するデリバティブ取引その他の取引の内容

該当事項なし

 

(d) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定

先との間で締結する予定の取決めの内容

上記「(I)-(2)-(ⅶ)新株予約権の行使の条件」を参照のこと。

 

(e) 提出者の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項なし

 

(f) 提出者の株券の賃借に関する事項について割当予定先と提出者の特別利害関係者等との間で締結され

る予定の取決めがあることを知っている場合にはその内容

該当事項なし

 

(g) その他投資者の保護を図るため必要な事項
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該当事項なし

 

(10) 第三者割当の場合の特記事項

該当事項なし

 

(11) 提出者の資本の額及び発行済株式総数

(ⅰ)　資本の額

普通株式及び払込剰余金：23,430,796千米ドル（3,592,878,259千万円）（2025年11月1日現在）

 

(ⅱ)　発行済株式総数

489,654,097株（2025年11月1日現在）
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